
児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の

利用促進の在り方に関する検討会の開催について

１．趣旨

平成 28 年５月 27 日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平

成 28 年法律第 63 号）附則第２条第１項では、児童の福祉の増進を図る観点

から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討し、必要な措置を

講ずることとされており、同条第２項では、要保護児童を適切に保護するた

めの措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実

態を勘案しつつ検討し、必要な措置を講ずることとされている。

また、同様の内容が「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年６月２日

閣議決定）においても位置付けられている。

これらを踏まえ、上記各事項について調査・検討を行うため、本検討会を

開催する。

２．構成等

（１）検討会構成員は、別紙のとおりとする。

（２）検討会には座長を置く。

（３）検討会は、座長が必要があると認めるときは、関係者の参加を求めるこ

とができる。

（４）検討会は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が、学識経験者及び実務

者等の参集を求めて開催する。

（５）検討会の庶務は、雇用均等・児童家庭局総務課が行う。

※ 関係省等：法務省、最高裁判所

３．主な検討事項

（１）要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関

与の在り方

（２）児童の福祉の増進を図る観点からの特別養子縁組制度の利用促進の在り

方

４．その他

検討会は原則公開とする。
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